
〈第2パ ネル 〉

家族政策における自由選択の争点　 宋多永

育児支援システムに関する日韓比較　 相馬直子
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キ ム ・ヒ ョウ ジン： 私 は午後 のセ ッ

シ ョンの司会 を務 めてお ります キム ・

ヒョウジンと申 します。 日本研究所 に勤

めてお ります。実は研究所の中で国内 ・

国外 の学術交流 を担 当 してお ります。そ

れで、金英教授や大沢教授 をは じめ、研

究チームの共同シンポジ ウムでも金英先

生 と幹事を務めてお ります。資料集 も昼

食 もた くさん準備 しま したが、すべてな

くなる とい う主催側 としては大変 うれ し

い ことが起 きて、皆様 に感謝 申し上げた

い と思います。

午前 中には、大変す ばらしい討論 と発

表 をして くだ さいま してあ りが とうござ

います。午後のセ ッシ ョンにもその雰囲

気 を続 けま して、5時 か ら6時 は総合討論

となってお ります。皆様方、資料集や、

あるいは資料集のない方々、ア ンケー ト

用紙があると思います。各パネル には討

論時間が準備 されてお りませ んので、質

問があ りま した ら記入 してスタッフにお

渡 しくだ され ば、総合討論の時間に反映

させていきたい と思います。 その ときま

で皆様 どうぞ ご静聴 ください。

韓栄恵:朝 、ホス ト機 関の責任者 とし

てごあい さつ申 し上げま したが、パネル

の司会 を務めることにな りま して改めて

ごあい さつ申し上げます。

本 日のこのテーマは当研究所 にとって

重要ではあ りますが、内部で これを専門

に している研究者はお りませ ん。そのよ

うな意味では、独 自的に企画 してできる

よ うな力量はあ りません。 これか らとい

う領域です。発表者、パネ リス ト、そ し

てフロアにい らっ しゃる多 くの先生方、

そ して未来 を担 う大学院生の皆 さんが交

流 して、今後 もいい研究を して くだ され

ばと思います。

それでは、次のセ ッシ ョンに移 りたい

と思います。朝か らこのよ うにフロアを

守 って くだ さってい る皆様方 あ りが とう

ござい ます。第1パ ネル は 日本の現在 の

生活システム、そ して貧困問題 と関連 し

た全般 的な流れについてお話 を して くだ

さいま した。第2パ ネルでは育児支援シ

ステム と家族政策な ど、も う少 し詳細な

内容に入 っていきます。具体的に行 われ

るべ き政策や詳細について、前半で定義

され たイ シ ュー をいか に私 た ちが解 決

し、対応 していくのか とい う話が展 開さ

れると思います。

このパネル で発表 して くだ さる方 々

は、司会者が簡単にご紹介 くだ さいま し

たが、詳細 はプロフィール をご参照 くだ

さい。まず、仁川大学校社会福祉学科 の

宋多永教授が 「家族政策にお ける自由選

択の争点」 とい うテーマで発表 して くだ

さいます。その次は、横浜 国立大学大学

院国際社会科学研究科 の相馬直子教授 よ

り、 「育児支援 システムに関す る日韓比

較」 とい うテーマで発表 をち ょうだい し

たい と思います。パネ リス トはソウル神

学大学校社会福祉学科 の白仙姫教授が討

論 をして くだ さいます。
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家族政策における自由選択の争点

宋多永

ただいまご紹介にあずか りま した仁川

大学校 社会福祉 学科 の宋 多永 と申 しま

す。皆 さんは昼食後 なので少 し眠た くな

る時間か と思います が、できるだけ声 を

大き くして皆 さんが眠 らない ようにした

い と思います。午前 のセ ッシ ョンでは第

1パ ネル として主 に所得不 平等 と貧困、

そ してその中で女性 問題 を どのよ うに考

えるべきなのか とい うところに焦点を当

てていま した。午後の第2パ ネル は、家

族政策の中核 と言える保育政策 と関連す

る内容 です。

1.養 育手当議論のは じま り

韓国では養育手 当(育児手 当)とい う話

が始まって、その次 に個別家庭育児サー

ビス を国家が支援 しな さい とい う議論

が、2009年 か ら始ま りま した。非常に直

近 の話 です。実は韓国でこのよ うな手当

の議論 が行われたのは今まで一度 もあ り

ませんので、まだ全面化は されていない

のです が、拡大が予想 されるのが 自由選

択方式です。つま り育児手当、個別家庭

育児サー ビスについて国家が税制 を通 じ

て支援す るな り、あるいはサー ビス費用

をかわ りに払 うとい うことが議論 され て

います。 こうい う内容 を中心 に今 日は発

表を申し上げたいと思います。

ご報告申 し上げる前 に、私のペーパー

に出て い るのが育児 手 当 と児 童手 当で

す。 この2つ は区分 され な くて はな りま

せ ん。先 ほど大沢真理先生 もお話 しされ

ま したが、児童手当はすべての児童、特

に18歳 未満の児童が健康 に育つために必

要 な普遍的手 当です。 育児手当は これ と

は異 なるものです。3歳 未満、 もっ と広

く見 ます と6歳 未満 の子 どもを育て るた

めに女性であれ男性であれ、ほとん ど女

性が、その手 当を受 けることにな ります

が、それ らが家庭 内で子 どもを育てるこ

とに対す る対価 としていただ く手当をい

います。

今 日発表す る研究を行 うようになった

背景を申 し上 げます。韓国では大体施設

保育料支援 を中心的に政策が行われてき

ま した。90年 代に乳幼児保育法が制定 さ

れ、韓国では低所得の人たちが保育施設

を利用す る場合に、国家がそれに対 して

保育料 を支援するとい う形で した。2009

年か ら 「子 ども愛カー ド」 といったカー

ドを親 に提供 し、その親が保育所 に行 っ

てそれで支払 うとい う形にな りま した。

このよ うな変化があ りま した。

保育の部分において、従来は低所得層

だけに限定 されていた保育料 の支援方式

が、最近相当変わってお ります。所得 レ

ベル70%ま で補完す る。 そ して従来の方

法が非常に子 ども中心的で、貧困層 に対

す る若干の貧 困政策 とい う形 で支援 され
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ていたものが、これか らはも う少 し普遍

的な意味の家族政策 、児童政策へ と変化

しつつ ある とい うことです。去年か ら支

払われ始めた育児手当をどうい うふ うに

考 えるべきなのか、海外の事例を交えな

が らお話 し申し上げたい と思います。

2.韓 国における家族政策の変化 と自由

選択ア ジェンダの登場

韓 国で保 育 予算 が どの よ うに変 わっ て

き た のか 、表1に 示 しま した 。 先 ほ どお

話 し申 し上 げま した 乳幼 児保 育 法 が1991

年 に制 定 され ま した。 その ときの予 算 は

200億 ウォ ンに もな りませ ん で した が 、

韓 国 で少 子化 問題 が 生 じて保 育 に関す る

関心 が高 ま り、 それ が予 算 に反 映 され始

め ま した 。2000年 に は1460億 ウォ ン、

2002年 に は2100億 ウォ ン と急激 な増 加 を

示 し、2009年 に は1兆7000億 ウォ ン と、

約10年 間の 比率 を全 般 的 に見 る と約12倍

の上 昇 です。 した がっ て、 非常 に急 激 な

予 算 の増大 が 見 られ て います 。

表2は 、子 ども た ち が どの よ うに分布

され て い るの か とい うの を 中心 に示 しま

した。2000年 か ら2008年 まで の乳 幼児 数

が 出て お ります。 その年 に 当た る人数 で

す 。2000年 に は約400万 人 の乳 幼 児 が お

りま した。 この うち保 育施設 と幼稚 園 に

通 っ て い る子 ど もが約120万 人 で 、 登録

率 は31%に な っ て お りま した 。 これ が

2002年 、2004年 、2006年 、2008年 に なっ

て大 変 な増 加ぶ りを示 します 。

この数 字 を見 て いた だ きます と、乳 幼

児 が減 って い ます 。2000年 に比 べ2008年

を 見ます と、生 まれ た 子 どもの数 字 が約

120万 人減 少 して お ります 。 それ は明 ら

かなことです が、それに比べて子 どもの

保育施設への登録率 はふえています。全

体的 な割合で見ます と、相 当の人数 の乳

幼児が幼稚園 と保 育施設に登録 されてい

るとい うのが、この数字か らも見 られま

す。

ところで、全般的に韓国の保育施設 に

対す る補助金があった とい う話 を しま し

たが、その傾 向をよく見 ると、韓国では

保 育料は大体施設のほ うに支援 されてき

ま した。施設 の運営費 、そ してそ こに

通ってい る子 どもの人数 を計算 して、そ

の保 育料 を支援 す る とい う形 で今 まで

やってきま した。 しか し、こちらを見て

いただ くとおわか りのよ うに、国公立保

育施設 あるいは法人施設 に当た る割合

は、5.7%に す ぎませ ん。それ に比べ 、

民間保育施設に通 っている子 どもの数字

が相当高い割合を占めてい るだろ うとい

う推測ができます。

2004年 の韓国は、盧武鉱(ノ ・ム ヒョ

ン)政 権、参与政府に入 って保育料の支

援 を急激 にふや した時期です けれ ども、

この ときに民間保育施設 と家庭保育施設

とい うのがあ りま した。 この家庭保育施

設 とい うのは、15人 未満 の子 どもを家庭

で保育士が世話 をす るとい う形です。そ

れぞれ45%と49%で あったものが、保育

料 に対す る支援が政府 か らこのよ うにふ

えなが ら、 この比率 も多 くなるとい う様

子があ らわれてお ります。

保育料への支援 が全般的に韓国の問題

点である と言 えるのは、公的保育施設、

あるいは国家が保育施設 を直接運営す る

な り、国公 立保育施設 の拡大につながる

のではな くて、む しろ国家が保育政策を

拡大するにつれて、民間保育施設 がもっ
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とふえて くるような様子を示 してい るか

らです。

現政権になる前か ら、韓 国の保育政策

と関連す る話をす るときにいつ も言われ

てきたのが、国公立保育施設です。つま

り、低 廉で あ りなが らも質 の高い とこ

ろ、子 どもたちに質の高い保育 と教育が

できるだけでな く、預 ける親 としては心

配のない、安心できるところがあま りに

も少 なかったので、女性界や学会でずっ

と指摘 されてきま した。 しか し保育料 が

ふ える中で、全般的にこの問題 は解決 さ

れてお りません。

民間保 育施設 よ りは国公 立保育施設 の

拡大 が必要 ですが、現 政権 が発 足 した

2008年 以降の様相 は全 く前 と変わ らない

とい うことです。基本的に市場を中心 と

す る民間、あるいは家庭保育施設 を中心

とする保育料支援の強化 とい うところは

続いてお ります。ですが、大 きな変化の

1つ は、かつ ては補助金 を直接施設 に支

援 していま したけれ ども、現在 は本人が

保育費用を支援 されている とい うことが

はっき りわか るよ うに、国家か ら親本人

に直接与えるよ うにな りま した。

そ うい うふ うに施設ではなく、直接親

たちに保育料を支援す るとい うことにな

りま したが、それは子 ども愛カー ドとい

うものを前 もって提供 して、そのカー ド

で決済す ると費用 を国家が後払いす ると

い う形です。 こうい うふ うに保育料の支

払 い方 式が施設 か ら親 に変 わ りま した

が、基本的に国公立保育施設 をふやす と

いった形に変えたのではな く、一たん民

間保育市場 を前提に した上で、保育料の

支払い をだれにす るのか とい う支払い方

式の変化 となってお ります。

そ して大 きな変化 の1つ は、資料集 の

論文 には詳 しく書いておきま したが、保

育料 を支援するとい うと、ど うして保育

施設 を利用する人たちだけに金銭的な支

援 をするのか とい う話が必ず出て くるわ

けです。次第に家庭内で子 どもを育て る

個別家庭育児サー ビス、あるいは子 ども

を機関に行かせないで直接育てるか、韓

国では主 に祖母たちが育てて くれ る場合

が多いのですが、そ うい う人たちに育児

手当を提供 しなくてはな らない とい う話

が出てきま して、これが2009年 に政策 と

して実施 されま した。

これは今後、韓 国において、 どのよ う

に育児手 当の政策 と保育政策を展開 して

い くのかに関す る絵です。大体ゼ ロ歳か

ら6歳 未満の子 どもを国家 が責任 を持 っ

て保育をす るとい う絵です。下の ところ

を見 ると、全体世帯所得分位50%の 人た

ちまでは保育料を無償で支援 します。そ

して5歳 の子た ちは保育 だけでな く、早

期教育 とい った レベル か ら100%無 償 教

育をする と、今政府 としては考 えていま

す。

そ して、 こちらが今 日私が申 し上 げる

内容ですが、今後 、保育施設 を利用す る

子たちだけに保育料 を支援するのではな

くて、家庭にい る子 どもたちにも保育費

の支援 を代替す る概念 として育児手 当を

提供 しよ うとい う案です。 これ を見てい

ただきます と、24カ 月未満の子 どもに提

供す るのが所得分位は50%ま であ ります

ので、そ の範 囲 が非 常 に広 い と言 えま

す。

皆様の 中で、女性政策あるいは家族政

策 にご関心のある方はお聞きだ と思いま

すが、実は この時期が女性 に とっては子
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どもを育てなが ら仕事 を持つのが大変 な

時期 なので、 これ をどうい うふ うにす る

のかに よって、国家別 に家庭政 策が異

なって くるわ けです。 実際、韓 国で現

在、育児手当と関連す る部分は こんなに

大 きくあ りませ ん。2009年 に保 育予算の

中で実際に育児手 当が 占め る予算 は324

億 ウォ ン、パーセ ンテージ としては1.9%

にすぎません。つま り、 これはあま りに

も微々たるものだ とい うことです。

しか し、韓 国政府 の保健 福祉 家族部

は、今後ずっとこれを拡大 してい くとい

う案を持っています。そ して、 これがつ

くられ たときに議論 されたのが公平性 と

差別です。つま り保育施設 を利用 しない

親は、何 も政府 か ら支援を受 けられない

とい うこ とに対 して、あちらこち らで こ

れ は公平性 に反す るものだ、逆差別だ と

い う話 が あ りま した。 そ して も う1つ

は、子 どもを育てるとい うのはみんな同

じではない と。 特に3歳 未満の子 どもは

施設で育てるのがいいのか、悪いのか と

い う議論 もあ りま した。

この よ うに家庭育児 手 当の議論 の中

で、子 どもを育てる上でいろんなニーズ

があるが、このニーズが保育施設1つ だ

けで解決できることではない とい う議論

が、 この手当の話 と一緒に出ています。

補足で申 し上 げます と、実は育児手 当を

中心 として多 く議論 されま したが、育児

手 当のほかにももう少 し範囲を拡大 して

みると、家庭育児士が派遣 されて、乳母

とか保母 とい う形 で人が出向いて家庭育

児サー ビスを提供す ると、それに対 して

国家がそれに当たる給付 を提供す るとい

うのも含まれ るとい うことです。

3.自 由選択をめ ぐる理論的議論

自由選択 とい うのは韓国で初 めて出た

話ではな く、実は古 くか ら他 の国々で議

論 されてきた内容 です。子 どもをどうい

うふ うに育てるのか と関連 して、子 ども

を育てる ときにいろんな方法を全部使 え

るように し、その方式に対 しては親 が自

由に選択 できるよ うにす るとい うのが自

由選択ですが、果た して ここで 自由 とい

うのはどうい う状況で生 じるのか。 自由

選択が持 っている実際 と虚構 といった部

分については、も う少 し研究が必要だと

思います。

自由選択で よく言 われてい る国がフラ

ンスです。 フランスは基本的に1970年 代

までは公教育施設が非常に進んでいた国

でした。 しか し、 自由選択の議論が台頭

し、だんだん手 当な ど家庭育児サー ビス

への支援 が多様化 され るようにな り、今

はむ しろフランスでは国公立保育施設 は

顕著 に減少 し、そのかわ りに手当な どほ

かのサー ビスがふ えています。

基 本 的 に フ ラ ン ス に は ク リ シ ェ

(Creche)と い う保育施設に子 どもを預

けて、その保育料を全部政府が支援す る

とい う形があ ります。またAPAタ イプ と

いって子 どもを直接家庭で母親 が育て、

その補償 として育児手 当をもら う形があ

ります。3番 目に登録 家庭保 育士 とい っ

て、家庭保育士資格証 を持 った人たちが

自分 の家 で大体5人 以 下の子 どもを預

かって育てるとい うタイプがあ ります。

そ して家庭保育士がその子 どもの家庭 に

行って子 どものケアをする と、そのケア

の コス トを国家が直接支払いますが、そ

れ よりは社会保障税 を減税す るなどの形
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で保育料 と関連す る費用を国家が支援 し

ています。

自由選択 について、 どうい う組み合 わ

せが考 えられ るのかを申し上げま し。先

ほど申 しま した ように、 自由選択 は親 が

どうい う選択 をす るにせ よ、国家 はその

親の選択に対 し一定の費用を支払 って、

親が 自由に選択できるよ うに しようとい

う議論 です。国家、家族 、市場 とい う3

つが育児 と関連するものです。

国家が家族 と関連 してできる方法は多 く

の公教育施設 をつ くり、これ を通 じて育

児 をする方法です。典型的に北欧でよく

とられ ている制度です。 も う1つ は国家

が財 政的 支援 をす る方法 です。施設 と

サー ビスを利用するよ りは金銭支援方式

を通 じて育児手 当、個別育児 サー ビス、

あるいは補助金 を提供す る形です。

そ して国家が市場に対 しても同 じ方法 を

とります が、韓国では民間保育施設を国

家が一定部分認定 し、それ に対 して財政

的支援 をす る方法です。運営費、保育料

については補助金 を支援す る形 をとって

お ります。それ に対 し管理 ・監督 ・規制

を一定にや りとりする方法です。

そ して、国家 の役割がほ とん どない場

合 は、家族 と市場 の問の契約 とな りま

す。韓国にも多いです し、アメ リカ ンス

タイルが こちらです。 ここではサー ビス

を買って、こち らか らはサー ビスを提供

す るわけですが、いつ もここで議論 され

るのは、費用に比べた質の問題 が、民間

市場 と家族 の間には葛藤 としてあ らわれ

ます。 よ り多 くの費用 を払って、もっ と

いい保育が受け られれ ばいいが、そ うで

ない場合 に問題が生 じた りします。

大体多 くの組 み合わせが こちらの方法

であ ります し、こち らを通 じても出てい

ます。 これが全般的な方法ですが、実は

保 育政策 とい うのは、従来 は家族がケア

してきた子 どもた ちを、 これ以上家族だ

けの力では育て られなくなった とい う問

題に対 して、国家が どうい うふ うに介入

せ ざるを得 ないのか とい うことです。 こ

のよ うな状況に対 して2つ の方法 があ り

ます。

まず 自由選択の場合 は、施設 で子 ども

を育てる方法 よりは、家庭 で子 どもを育

て るこ とに対 して 国家 が支援す る方法

を、 自由選択 に近 い形 だ と見 る立場 で

す。それに比べ こちらの立場 は、子 ども

を実際に個別的に家庭 で育てるのではな

くて、社会が一緒 に育て上げるとい うこ

とを強調 しています。 この両立場 はい ろ

んな国で も議 論 の対象 となってお りま

す。基本的に 自由 とい うことに対す る両

方 の考 えが違 うとい うことです。

4.自 由選択の争点分析

先ほ ど申しましたよ うに、名 目的にプ

ロチ ョイ スで言ってい るのを見てみます

と、基本 的 に どんな育児方 法で も全 部

とったほ うがいい とい うことです。 フィ

ンラン ドで よく言 われたのは、実際保育

施設は都市型 には適合 しているが、山間

地域、農村地域では無理 だと。そ うい う

場合は どうすればいいのかとい うところ

です。皆 同 じよ うに保育税を払 ってい る

か ら、た くさんの人が一緒に活用できる

よ うに しようとい う議論です。

それに比べ、逆に 自由選択についてや

や否定的な立場の人たちは、基本的に資

本主義社会で一個 人、一家庭が生きてい
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くためには、仕事(労 働)が 前提 にされ

な くて はな らな い と。 しか し、 ここで

言 ってい る自由選択が、男女 を区別する

わけではないですが、家族 内で子 どもを

育てる場合 は女性が一定期 間労働市場か

ら退かな ければな らない とい うことを、

二者択一的に しか選択できない 自由であ

れば、それは基本的に 自由でないか もし

れない。制限 された 自由で しかない と言

うわけです。つま り基本的にプ ロチ ョイ

スでは、すべての個人は性別 にかかわ ら

ず仕事 をし、同時 に仕事 と家庭を両立 さ

せなが ら自己実現す るのを基本的な自由

と見ています。

次に、社会正義や公平性 と関連す る問

題で も基本的に 自由選択では何を言って

いるか とい うと、い ろんな方法の保育を

選択す る家族同士の平等、 これが公平性

のあるものでな くてはならない とい うこ

とです。基本的に租税 を払 うすべての人

たちは、 どんな形であれ子 どもの育児 と

関連す る支援 を受 ける必要があるとい う

話 に対 して、社会公平性 とい うもの、 自

由選択 にお ける二者択1つ ま り女性 が仕

事 をす るか、や めるか とい う2つ の中の

選択において男性 と女性、ジェンダー問

の公平が社会的に不可能である。基本的

に社会的公平性 において性別間の平等を

重要に しな くてはならない といっていま

す。

2番 目は、子 どもた ちが ど うい う家族

的な背景を持っていても、同等な質の保

育 を受 けな くてはな らない とい う点を、

社会正義 と見ています。つ ま り、これ は

家庭育児手当や登録家庭保育士、または

保育施設を利用す る子 どもたちは、お互

いに違 う質の保育 を受 ける可能性がある

とい うことです。国公立施設 を通 じて安

い費用で高い質の保育 を受 けられ る条件

を、すべての階層の子 どもたちに提供す

べきだけれ ども、施設、手 当な どをマル

チ化 して しま うと、違 う階層 の子 どもた

ちは違 う類型の保 育サー ビスを選択す る

しかな くなるとい うことです。

もう既 にフィンラン ド、フランスであ

らわれてい る現象がそれです。家庭保育

手当の場合 は低所得層の女性 が主に利用

し、保育施設は中産層で、登録家庭保育

士 や 家 庭 に 個 別 的 に ベ ビー シ ッター

(nanny)を 利用す るのを国家が支援すると

い うのは、 中産層の人々が使 う。階層別

に受 ける保育サー ビスが違 うようになる

わけです。そ うな ると結局、子 どもは ど

うい う親 か ら生まれ たかによって、保育

時期 か ら異 なる暮 らし方 にな って しま

う。 これ は社会正義 に背 くものである と

見ているわけです。

またこの2つ の主張の差 は、政府 の役

割 において 自由選 択 を擁護 す る立場 で

は、国家の役割 は家庭 における経済的な

養育費を減 らす ことである とい うふ うに

見てい る反面、自由選択に反 対す る立場

は、子 どもを育てるのは長期的には社会

を担 う次世代 の労働 力 を育て る ことで

あって、その子たちに同等な レベル の高

い保育の質 を確保す る必要があると。そ

こで政府 の役割 の1つ は、公教育 を通 じ

て普遍主義的なデイケアを確保す ること

だ とい うことです。

財政的 にどれだけ効率的なのか とい う

話 がその次にあ ります。 自由選択の擁護

者 は、育児手当は子 どもがふえた り減っ

た りすることについて も柔軟 に対応でき

るのでいい と。そ して離れた過疎地域な
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どでは施設 を建 てると、それ に伴 って保

育の先生 をそ こに連れ てこなけれ ばいけ

ない とい う問題 を補完 できるので、は る

かに費用に対 して有効だ と見ています。

しか し逆に、 自由選択に対 して否定論

者たちは、そ うではないと。結局、保育

とい うのは短期的な 目で見るものではな

い。長期的な観 点か ら考 える と、結果的

に公保育 を通 じて保育の質を高 め、実際

に女性 が働 く上で最 も強力、かつ効果的

な手段 と言われているデイケア保育 を通

じて、女性がもっ と社会で働 くことがで

きるよ うにす るのがよ り効果的であると

い う立場です。

そ して自由選択擁護論者 と反対論者の

問で、実 は午前のセ ッシ ョンでも若干話

があ りま したが、子 どもを育てる上で何

が もっと望ま しいのかとい うことと関連

する価値 も、お互いに違います。 自由選

択擁護論 では、家庭 が子 どもの育児 には

最 もいい ところだ と直接話 してい る人 も

い るし、直接にはいわないけれ どもそ の

よ うに考えている人 もいるけれ ども、基

本的に仕事 と家庭の両立 とい うのは、同

じ時期に両方す るよりは逐次的に両立 し

たほ うが良い、 と口には出 しているけれ

ども、女性がそ うい うふ うにするのが社

会的に望ま しいのではないか と考 える立

場です。

それに反 して、反対論では普通家庭 が

子 どもに理想的なところだ と思われ るけ

れ ども、実は子 どもによっては家庭が理

想的でない場合 もあ る。中産層家族の場

合では家族が子育てにいい ところか もし

れないけれ ども、低所得層 なので共働 き

しな くちゃいけない、あるい はほかの理

由によってそ うでない場合 あると言って

います。 また、子 どもの育児 と関連 して

も仕事 と家庭の両立の主体 は必ず女性で

な い 、 も と も とペ ア レ ン テ ィ ン グ

(parenting)とい うのは、2人 が親 になるこ

となので、一緒に働 き一緒 に育てるとい

う、 この2つ を一緒 にす るのが望 ま しい

と考える立場です。

女性の労働権 と関連 しても、先 ほ どの

内容 か らもおわか りの よ うに、一方 で

は、ある程度女性が失業の衝撃 を緩和す

る役割 をす ることもあ りうる、 と考 えて

い るが、反対論者 は同等労働権 を考 えて

い るわけです。経済が落 ち込んでいると

きに労働市場か ら女性 を出すた めに、育

児手当は1994年 にフランスでは非常に強

力 に動作 しま した。実際にそのときに女

性 の労働市場への参加率 は約18%減 りま

した。 ですので自由選択擁護論 と反対論

は、実は多 くの部分は女性の労働権 をど

うい うレベル で認 めるのかとい うところ

で始まるとも考 えられます。

5.自 由選択の現実と展望

最後に、韓 国で家族政策の話 が議論 さ

れ たのは長 くあ りません。2002年 か ら始

まった と言 える と思います。それであ り

なが ら、家族政策に関す る議論 がいろん

な ところで出ています。家族 と育児 を ど

うすればいいのか とい う関心は高まって

いますが、 ど うい う方向にす るのか。子

どもの育児 と関連 して も う少 し脱家族化

し、もっ と社会的責任感 を高め公共性 を

強化すべきなのか。 あるいは、個別育児

支援サー ビスや手当のよ うな方法で もっ

て家庭の中で育児をす る。 これ は再家族

化 と言っていますが、家族の関心 あるい
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は市場化を前提 として、今 のままでい く

べきなのか とい うことについては、もっ

と研究が必要だ と思います。

私が この研究 を始める前 に、ある方が

私に、ではど うすればいい のか、 とい う

話を しま したが、結びの ところに書いて

おきま したよ うに、実はすべての方式が

1つ に通 じるわ けではあ りません。 しか

し、政策 には一定の段階が あると思いま

す。発展段階があ ります。韓国は特 に家

族 と関連す る政策が発展 した時期が非常

に短い です し、依 然 として市場化 の問

題 、そ して家族の個別責任が とて も強い

社会です。

こ うい う問題 が解決 されないまま、 自

由選択 とい う社会的な談論がつ くられ、

公保育施設が建て られるよ りは、家庭内

育児を国家が支援す るといった方法 にな

ると、少子化問題 によって生 じる女性の

雇用 と関連す る問題、あるいは子 どもの

育児の質な どと関連 して、む しろ後退 し

て しま う可能性 が高いのではないか、 と

懸念す る しかあ りませ ん。 とりあえず公

保育 とい う部分を拡大 しなが ら、事案 に

よって、つま り障害児童 を育てるとか、

あるいは地域的に保育施設が入 りに くい

地域には、制限的に個別育児支援サー ビ

スを結合 させ る方法でや るのがいいので

はないかとい うのが私の考えです。それ

では、これで終わ ります。(拍 手)

韓栄恵:あ りが とうございま した。宋

多永教授の発表は私に とっても非常に勉

強にな りま した。国家、市場、家族 と、

自由選択の問題 を3つ の領域で話 して く

ださいま した。 日本 を研究す る者 の立場

でも う1つ 興 味深 い と思 ったのは、後 ほ

ど討論の ときに話が出ると思いますが、

最近 よく社会保障、福祉問題 を考 えると

きに、地域社会が どうい うふ うに位置づ

け られ るべきなのか とい う議論です。 こ

ういったシステムの中で 日本 と韓国の差

を見る と、地域社会の差が非常にあるの

かな と思いました。それが今後の議論 で

どうい うふ うに話 し合われ るのか期待 し

てお ります。それでは相馬直子教授 、発

表をお願い します。
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